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令和４年度新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育所等の臨時休園等への対応 

に係るベビーシッター利用支援事業（ベビーシッター事業者連携型）利用約款 

 

第１条（総則） 

１ 本事業は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い保育所等（以下、認可外保育施設を含

む。）が、保育の提供の縮小や臨時休園等（以下「臨時休園等」という。）を行ったこと

により、医療、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持する上で必要なサービスに従

事しているなど仕事を休むことが困難な者が、認可外の居宅訪問型保育サービス（以下

「ベビーシッター」という。）の利用を余儀なくされた場合に、これによる新たな費用負

担を軽減するため、利用料の一部を助成するものです。 

２ 本事業を利用する方は、本約款に同意の上、規定に沿って利用するものとします。 

 

第２条（事業実施期間） 

 本事業は、令和４年４月１日から当面の間まで実施します。 

 ただし、事業終期は、事業の実施状況等によって変更となる場合があります。 

（注）区市町村によって、事業実施期間が異なる場合があります。区市町村の案内の内容を必ず確認し

てください。 

 

第３条（対象者） 

本事業の対象者は、臨時休園等に伴い、登園自粛要請等を受けたが、医療、交通、金融、

社会福祉等の社会生活を維持する上で必要なサービスに従事しているなど仕事を休むこと

が困難な者で、区市町村が支援を要すると判断した児童の保護者（保護者がテレワーク等

により在宅勤務をしている場合は、家庭の状況、子供の年齢や職務の内容等を十分に勘案

した上で、助成対象とすることができる。）で、本事業の対象者である旨の通知書を受け取

った方とします。 

（注）区市町村によって、細かな要件を設定している場合があります。区市町村の案内の内容を必ず確

認してください。 

 

第４条（対象児童） 

 本事業の対象となる児童は、臨時休園等となった保育所等に通う児童（児童が保育所等

に在園しながら本事業を活用することができる。）とします。 

 

第５条（提供するサービス） 

１ 認定事業者が派遣するベビーシッターが、対象児童の保育を行います。保育場所は、

対象児童の自宅に限るものとし、家事援助、兄弟姉妹の送迎、その他の付随サービスは、

一切含みません。 

２ 対象者であっても、認定事業者との間で本事業の契約が成立しない場合には、本事業
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をご利用いただくことはできません。 

 

第６条（利用時間） 

１ 本事業の利用可能時間は、月曜日から土曜日まで（ただし、祝日及び休日（国民の祝

日に関する法律に規定する休日）を除きます。）の午前７時から午後１０時までです。 

２ 対象児童が体調不良の場合（３７．５度以上の熱がある場合等。詳細は、各認定事業

者の規定によるものとします。）や、保護者が休暇の日（体調不良等による欠勤を含みま

す。）、保護者の産休・育休中は、利用できません。 

３ 対象児童一人当たりの利用上限は、次のとおりです。 

  保育短時間認定（相当）の場合  １日８時間かつ月１６０時間 

  保育標準時間認定（相当）の場合 １日１１時間かつ月２２０時間 

４ 具体的な利用時間は、第１項から第３項までに定める時間の範囲内で、利用者（対象

者のうち、認定事業者と本事業の契約が成立した方をいいます。以下同じ。）と認定事業

者との契約により定めるものとします。 

なお、本事業は、利用者が利用を希望するすべての日時に必ずベビーシッターの手配

ができることを保証するものではありません。認定事業者との利用日時の調整は、十分

な時間的余裕をもって行ってください。 

 

第７条（利用料金等） 

１ 利用者は、本事業の専用システムにおいて発行した助成券を利用することにより、第

６条第１項のいずれの時間帯においても、１時間当たり１５０円（税込）の利用料で本

事業を利用することができます。 

なお、１時間に満たない時間の取扱いは、各認定事業者の規定によるものとします。 

２ 利用料以外の料金（入会金、保険料、キャンセル料等）は、認定事業者と利用者との

契約によるものとし、原則として助成の対象外とします。 

３ ただし、対象児童の体調不良に伴い、保育予定日の前日又は当日にやむを得ずキャン

セルした場合のキャンセル料については、医師の診断書等、東京都が指定する証明書類

を期日までに提出した場合に限り、予定時間数に対して助成券を利用することができま

す。 

 

第８条（保育に従事するベビーシッター） 

東京都が指定する研修を修了し「指定研修修了者証」の交付を受けたベビーシッターが、

交代で１対１による保育を行います。 

 ただし、ベビーシッターの急病等、事前に予測不能な事情による場合で、利用者が了承

する場合は、指定研修修了者証の交付を受けていないベビーシッターが保育を行うことが

あります。 
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第９条（利用者の責務） 

利用者は、本事業が臨時休園等に伴う臨時的な事業であることから、保育所等の再開等

により本事業の対象とならなくなった場合は、区市町村に直ちに報告しなければなりませ

ん。 

 

第１０条（専用システムのアカウントの申請及び利用） 

１ 利用者は、速やかに、区市町村窓口等で、本事業の専用システムを利用するためのア

カウントの発行を申請するものとします。専用システムのアカウントは、東京都が事務

を委託する公益社団法人全国保育サービス協会から利用者に直接送付されます。 

２ 利用者は、アカウントの受領後、専用システムにおいて助成券を発行し、画面上に表

示された助成券のコード（番号）を、利用の都度、ベビーシッターに伝えるものとしま

す。専用システムは、パソコン又はスマートフォンからアクセス可能です。（プリンター

は必要ありません。） 

３ 助成券は、対象児童以外に利用することはできません。また、第５条第１項に定める

サービス及び第６条に定める利用時間以外に利用することはできません。 

４ 利用者のアカウントの発行申請手続きや受領が遅れたことにより、利用当日までに助

成券が発行できなかった場合は、その日の利用料が全額利用者負担となることがありま

す。 

 

第１１条（利用の終了） 

以下の事由に該当する場合には、本事業の利用は終了となり、助成券は効力を失います。 

また、６及び７に該当する場合には、助成した金額の返還を求めることがあります。 

 

 

事由 

助成券の失効日 

（それぞれ記載の日を最後に利用でき

なくなります。複数の事由に該当する場

合は、いずれか早い方の日とします。） 

１ 保育園等が再開した場合 再開日の前日 

２ 区市町村が利用を認めた期間が満了した場合 期間満了日 

３ 区市町村の区域外に転居した場合 転居の前日 

４ 
区市町村が定める本事業の対象者の要件を満

たさなくなった場合 

原則として、対象者の要件を満た

さなくなった日 

５ 
認定事業者のいずれとも、本事業の契約が成

立しなくなった場合 
認定事業者との契約終了日 

６ 
区市町村に提出した書類等に虚偽があった場

合又は本事業を不正に利用した場合 

東京都及び区市町村が協議の上、

定める日 
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７ 

その他、本約款の規定が守られなかったなど、

東京都及び区市町村が、本事業の利用が適当

でないと判断した場合 

  

第１２条（他の助成券、割引券等との併用） 

１ 対象児童の保護者が雇用主から交付された「ベビーシッター派遣事業割引券」と本事

業の助成券は、併用可能です。 

２ その他の助成券、割引券等との併用については、各助成券等の利用規約等を確認して

ください。 

 

第１３条（個人情報等の提供） 

１ 利用者は、本事業の適正な執行及び助成券の審査・精算のため、東京都、東京都が事

務を委託する公益社団法人全国保育サービス協会及び区市町村の三者間で、以下の個人

情報等が共有されることを了承の上、利用するものとします。 

（共有される個人情報等） 

  利用者の氏名・住所・電話番号、利用児童の氏名・生年月日、利用者が契約した認定

事業者名、初回利用（予定）日、利用者が待機児童の保護者であるか育休満了者である

かの区分、保育認定の区分、区市町村が認めた利用期間、利用児童の保育所等への入所

内定状況等本事業の利用資格の有無、助成券の利用状況 

２ 東京都は、利用児童の保育所等への入所が内定した場合等、利用者が本事業の対象者

でなくなった場合には、利用者が契約する認定事業者に対し、その旨の情報提供を行い

ます。 

 

第１４条（確定申告） 

本事業による助成金は、所得税法上の非課税所得に該当することから、確定申告は不要

です。 

 

第１５条（本約款の改正及び疑義解釈） 

東京都は、必要に応じ、本約款の改正及び疑義解釈ができるものとします。 

 

附則 

 本約款は、決定の日から施行し、令和４年４月１日から適用します。 


